
入札過程における情報の公表に関する事務取扱要綱 

平成 13 年 4 月 1 日 

建設工事等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱（平成１１年芦屋市要綱）

の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条  この要綱は，芦屋市が締結する契約の入札過程について一層の透明性を確保す

るために，公表の対象等について必要な事項を定めるものとする。 

（公表の対象等） 

第２条  公表の対象，内容，時期及び期間は，別表のとおり定める。ただし，入札執行

の取消し又は中止となった入札については，この限りでない。 

（公表の方法） 

第３条  公表は，契約業務に係る調査及び研究に関する事務を所管する課において閲覧

に供する方法により行う。 

（補則） 

第４条  この要綱に定めのない事項及び施行に関し必要な事項は，別に定める。 

 附 則 

この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１３年１２月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１４年６月４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１５年１月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。

   附 則

 この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。

   附 則

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。

   附 則

 この要綱は，平成２２年１２月１０日から施行する。

附 則

 この要綱は，平成２３年９月２０日から施行する。

附 則

 この要綱は，平成２６年１月１日から施行する。

附 則

 この要綱は，平成２８年１０月１日から施行する。

附 則

 この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。



附 則

 この要綱は，令和２年１１月５日から施行する。

附 則

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。

別表（第２条関係） 

公表の内容 
公表の対象 

公表の時期 公表の期間 
区分 要件 

(1) 工事の発注見通し 工事 予定価格（単価契約
による工事にあっ
ては，当該工事の予
定総額）250 万円を
超えるもの 

年度当初及び 10
月 

当該年度末日
まで 

(2) 一般競争入札の場合の参加
者の名称 

工事 予定価格 250 万円
を超えるもの 

入札執行後遅滞
なく 

翌年度末日ま
で 

参加資格不認定の者の名称
及び理由 

(3) 競争入札参加有資格者名簿 工事，
業務委
託等 

― 作成後遅滞なく 常用 

(4) 工事等の指名業者選定基準 工事 ― 作成後遅滞なく 常用 
(5) 指名競争入札の場合の件名，

入札日 
工事，
業務委
託等 

入札を行うものす
べて 

指名通知後遅滞
なく 

当該年度末日
まで 

指名競争入札の場合の指名
業者名 

入札執行後遅滞
なく 

(6) 指名競争入札の場合の指名
理由 

工事 予定価格（単価契約
による工事にあっ
ては，当該工事の予
定総額）250 万円を
超えるもの 

入札執行後遅滞
なく 

翌年度末日ま
で 

(7) 一般競争入札及び指名競争
入札の入札結果 
・件名，入札日，入札者名，
入札金額，落札者，落札金額
及び最低制限価格未満の入
札者名 

工事，
業務委
託等 

入札を行ったもの
すべて 

入札執行後遅滞
なく 

翌年度末日ま
で（繰越予算に
係るものは繰
り越した年度
末日まで） 

入札不調後の随意契約（地方
自治法施行令第167条の2第
1 項第 8号） 
・契約の相手方及び契約金額

契約締結後遅滞
なく 

(8) 随意契約の相手方の選定理
由((7)の随意契約は除く。)

工事 予定価格 250 万円
を超えるもの 

契約締結後遅滞
なく 

翌年度末日ま
で 

(9) 工事の契約内容に関する事
項 
・契約業者名，住所，工事名
称，場所，種別，概要及び工
期 

工事 予定価格（単価契約
による工事にあっ
ては，当該工事の予
定総額）250 万円を
超えるもの 

契約締結後遅滞
なく 

翌年度末日ま
で 

金額の変更を伴う契約 
・変更内容及び変更理由 

(10) 予定価格 工事，
測量・
建設コ
ンサル
タント
等 

工事については，予
定価格（単価契約に
よる工事にあって
は，当該工事の予定
総額）130 万円を超
えるもの 

個別の案件を公
表した後遅滞な
く 

翌年度末日ま
で（繰越予算に
係るものは繰
り越した年度
末日まで） 

測量・建設コンサル
タント等について
は，予定価格（単価
契約による業務に
あっては，当該業務
の予定総額）50 万
円を超えるもの 



(11) 最低制限価格 工事，
測量・
建設コ
ンサル
タント
等 

最低制限価格を設
定したもの 

入札執行後遅滞
なく 

(12) 競争入札に係る指名停止等
の措置基準 

― ― 作成後遅滞なく 常用 

指名停止に係る者の名称，期
間及び理由 

工事，
業務委
託等 

競争入札に係る指
名停止等の措置基
準別表 2（その他）
9(2)は除く。 

措置確定後 翌年度末日ま
で 

(13) 談合（連合）情報対応マニュ
アル 

― ― 作成後遅滞なく 常用 


